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令和７年（ワ）第２０２３１号 損害賠償請求事件 

原告 原告Ａ 外７名 

被告 世界平和統一家庭連合 

意見陳述書 

東京地方裁判所民事第６部乙合Ⅽ係 御中 

２０２６（令和８）年１月２８日 

原告 原告Ｄ 

私はいわゆる統一教会の二世です。二世といってもいくつかの類型に分かれ

ますが、私の場合は「祝福二世」と呼ばれる立場の者です。 

祝福二世とは何でしょうか。語弊を恐れずにいえば「化け物」です。教会で

は神の子とも呼ばれてきましたが、それはつまり、普通の人間の子どもではな

いということ、普通の人間として生きることを許された存在ではない、という

ことです。実際、祝福二世は、あまりにも非人道的な形、命を愚弄するような

形で、生を受けています。 

祝福二世は、統一教会による集団生殖によって組織的に生みだされた存在で

す。私にも戸籍上の父と母がいますが、二人は埼玉県の山奥にある工場で家畜

をつがわせるように結婚させられました。そして、教会に命じられるまま、教

祖の写真を飾った祭壇の前で所定の体位のセックスをさせられました。これは

すでにそれ自体でも基本的人権の侵害にあたります。さらにその結果、一種の

二次被害として生まれついてしまったのが祝福二世です。 

祝福二世には、生まれつき剥奪されているものがあります。それは、ひとり

の人間としての尊厳です。あるいは、人格といってもいいかもしれません。そ

れは、人間が人間として人間らしく生きるための最低条件です。 

たとえば、私が生まれたとき、出生届がすぐに提出されることはありません

でした。私にはまだ名前がなかったからです。産みの親には子どもに名前をつ

けるという発想がありませんでした。統一教会が私の名付け親になることにな

っていたからです。私の名前は教会の家庭局というところがつけました。 

産みの親は、教会から私の名前を授かると「奉献式」というものを行いまし

た。これは祝福二世を神の子として組織に捧げる生贄の儀式です。そこで二人

は、自分たちは本当の親ではないということを神に誓わされました。そうして
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私は生まれて早々、「真の御父様」と呼ばれる教祖の子ども、教会という大家

族の子どもとしての人格を強いられることになりました。それはつまり、人間

の親を持つこと、人間らしい親子関係を持つことが許されなかったということ

です。 

お前は普通の人間ではない、お前は神の血を引いている、と何度となく吹き

こまれたのを思い出すたび、いまも胸が張り裂けるような気持ちになります。

神の子というと、一見優遇されているようにも聞こえますが、それは完全な誤

解です。神の子とされたからこそ、つまり普通の人間ではないとされたからこ

そ、ありとあらゆる人権侵害が許されました。これは典型的な血統差別です。 

差別は人間の命の尊厳を深く取りかえしのつかない形で傷つけるものであり、

それ自体で決して見過ごされてはならないものです。しかし、さらにその上、

この血統差別の具体的なあらわれとして様々な宗教虐待が行われてきました。 

まずは、育児放棄です。教会ではつねに家事や育児よりも信者としての活動

が優先されました。一世信者が活動に励めば励むほど、二世は天の加護を受け

ると考えられていました。その結果、私はだれからもまともに顧みられない子

供時代を過ごすことになりました。私はゴミ屋敷同然の家で毎日のようにカッ

プ麺を食べて暮らしていました。四十日に及ぶ教会の行事に学校を休んでまで

連れていかれたこともありました。私は精神に不調をきたし、高校に通うこと

もできませんでした。今になって思えば、そのときにはすでに複雑性ＰＴＳＤ

を患っていたのかもしれません。 

また、私は神の子としての血統差別を受けるなかで、交際の自由や結婚の自

由、信教の自由といった自由権も侵害されてきました。神の血を引いている以

上、私の体は自分の好きにしていいものではなく、あくまで神の所有物だとされ

たのです。特に神の子としての純潔だけは、なんとしてでも死守しなければなら

ないと繰りかえし吹きこまれました。そもそも統一教会がなければお前は存在し

ていない。だからこそ、神のために生きる人生を送らなければならない、とも聞

かされました。 

私は幼いころから、戸籍上の父母に対して「こいつらを殺したい」と天にも祈

るような思いを抱きつづけてきました。この殺意だけはいまも折にふれて胸の底

からこみあげてきます。「自分はいったい何者なのだろう」といまも自問せずに

はいられません。集団生殖をとおして組織的に生みだされ、命の尊厳を徹底的に

愚弄されたということ。本当の親と呼べるような存在、人間のぬくもりを持った

存在が自分の人生からはじめから奪われていたということ。それが打ち消しがた

い事実として私を苦しめつづけています。 

私はこれまでの人生において一度もひとりの人間としてまともに胸を張って

生きることができませんでした。つねに自分の身元に関して嘘をつきつづけて
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いるような負い目を背負って生きてきました。血統差別のことをだれに話して

も助けてもらえないことはわかりきっていました。また、教会が政治的な庇護

を受けながら組織的な違法行為を行っているということ、国が決して自分の味

方になってくれないということも理解していました。 

私は二十代のときに日本を出て、フランスで暮らしはじめました。それは私

の人生のなかでは唯一幸運なことでした。フランスでは陰湿な血統差別からも

解放され、自分の身元を隠しているという意識も希薄になりました。そこでは

じめて、それまでとは違う新しい自分の人格を生きることができたのだと思い

ます。やがて結婚もして、ささやかな生活を送っていました。しかし、今にな

ってふりかえると、私はただそうやって差別の深刻な被害の現実から目を背け

ていただけなのでしょう。それは非常に無責任で不誠実なことでした。 

私自身が見て見ぬふりをしていただけで、日本には家や国から逃げることの

できない二世がたくさんいました。そのうちのひとりが山上徹也さんでした。

山上さんは必死で孤軍奮闘するようにして家を守ろうとしていました。しかし、

やがて孤独と絶望を深め、自殺したお兄さんの仇をとるようにして、自力救済

に打って出ました。それはちょうど、私の妻の妊娠がわかって間もないときで

した。私は日本で起きた事件のことを知り、言語に絶するショックを受けまし

た。それから、何事もなかったかのように自分という存在から目をそむけて生

きることができなくなってしまいました。 

山上徹也さんは、私と同じ統一教会の二世にあたります。だれにも助けても

らえない孤独のなかで、絶望を生き抜いてきました。その人がただひとり人生

を代償にするような責任を取らされているということ、それ以外のどの関係者

も二世問題への責任を取ろうとしないということ。それを黙って見過ごすこと

が私にはどうしてもできませんでした。統一教会の教義の結晶のような形で生

みだされた存在として、自分自身にもとるべき責任があります。私はそのため

に日本に帰ってきました。 

ここでの私の願いはただひとつです。統一教会をはじめとする二世問題の関

係者が、みずからの責任を直視するということです。二世問題というのは、単

に子どもたちの命の尊厳が冒涜されてきたというだけのことではありません。

そうではなく、それが長年にわたって平然と許されてきたということが、真の

意味での二世問題です。 

だからこそ、いま司法の責任も問われています。巨悪あり、法これを裁けず、

と山上徹也さんは書き残しています。山上事件は司法への絶望の果ての殺人で

した。そのようなことが二度と繰り返されないためにも、本裁判をとおしてこ

の国が法治国家を名乗るにふさわしいだけの良心が示されることを切に願って

います。 


